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清掃工場の施設整備計画（１）
－基本事項の設定－

＜第３回検討委員会資料２/第４回ＷＧ資料２＞

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



施設整備計画における課題
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参　　考

耐用年数を迎え、建替等が
必要となる清掃工場

【凡例】

建替工事 延命化工事

再整備工事 ﾘﾆｭｰｱﾙ工事

●従来からの課題
・耐用年数を迎える工場が多く
なり、整備スケジュールが重複

第５次計画（現行計画）の整備スケジュール

●新たな課題
・排ガス処理設備の大型化に伴う
施設規模の縮小
・経年劣化
・整備費用の高騰
・建設業の時間外労働の上限規
制適用に伴う整備期間の延長

＜第３回検討委員会資料２/第４回ＷＧ資料２＞

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



基本事項の設定

２

・整備対象施設（整備手法）
→整備対象は令和７年度～２１年度までに耐用年数を迎える工場
→整備手法は建替工事、リニューアル工事、延命化工事
→公害防止設備の大型化、狭隘敷地による施設規模縮小を考慮

・必要となる焼却余力
→定期点検や故障停止、ごみ量の季節変動に備える余力である
焼却余力を１２％から９％に見直し

＜第３回検討委員会資料２/第４回ＷＧ資料２＞

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



３

・計画耐用年数
→プラント設備は２５年～３０年程度、建物は５０年～６０年程度

・工事に伴う準備期間と標準的な整備期間
→建設業界の４週８閉所体制を考慮

・計画焼却能力
→老朽化に伴い年間計画稼働日数を２８３日から２８１日に見直し
→計画年間焼却能力を定格能力（施設規模と同じ）から
老朽化に伴う能力低下を反映した能力に見直し

＜第３回検討委員会資料２/第４回ＷＧ資料２＞
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清掃工場の施設整備計画（２）
－第６次施設整備計画－

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



４

環境影響評価から建替工事までの必要期間

約１３年間

【 ６００トン／日の場合 】

（５年間） （８年間）

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



環境省通知に基づいた算定式では、上記のとおりの余力が見込まれている。
清掃一組では共同処理の利点を活かし、季節変動係数の実績を基に独自に計画期
間中の余力を９％と設定している。

改正
環境省通知

清掃一組
（第５次計画）

清掃一組
（第６次計画）

余力
（災害廃棄物処理は

見込まない）

２５％
（施設規模算定式に

含まれる）

１２％
（直近５年間の季節変動の最大値）
※平成２４年度～平成２８年度

９％
（直近５年間の季節変動の最大値）
※平成３０年度～令和４年度

焼却余力の考え方の比較（搬入調整で対応できる限界の焼却能力）

【環境省通知による施設規模算定式】

施設規模＝（計画年間日平均処理量－既存施設の年間日平均処理量）÷実稼働率
※実稼働率＝（365日－年間停止日数75日）÷365日＝０．８

なお、平成11年7月に特別区区長会で了承された『清掃一組設立にあたっての覚書』
では、共同処理の廃止の条件(安定的処理体制の確立)として、「特別区総体で１５％以
上の焼却余力が確保されていること」としている。

５

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



他政令指定都市の保有炉数と焼却余力について

６※出典：環境省 一般廃棄物処理事業実態調査(令和４年度)

施設数(炉数)に反比例して、必要な余力は
小さくなる傾向がある。

合計炉数 焼却余力[%]

福岡県 福岡市 6 68.8

神奈川県 川崎市 8 66.1

宮城県 仙台市 8 58.9

神奈川県 相模原市 6 47.7

福岡県 北九州市 9 46.3

大阪府 堺市 6 42.9

静岡県 静岡市 5 41.5

神奈川県 横浜市 12 38.1

北海道 札幌市 7 36.7

広島県 広島市 8 32.6

千葉県 千葉市 6 26.2

岡山県 岡山市 5 23.6

埼玉県 さいたま市 11 17.5

大阪府
大阪広域環
境施設組合

12 16.6

静岡県 浜松市 6 11.4

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



令和６年４月 建設業の時間外労働規制の見直し
＜時間外労働の上限が設定（月45時間、年360時間）＞

※罰則規定あり

７

働き方改革関連法改正に伴う整備期間の変更

働き方改革関連法を反映した工期設定（４週８閉所等の導入）

第５次計画(現行計画) 第６次計画(次期計画)

建替工事
400トン／日 ６年 （実工期 ６０か月） ７年 （実工期 ７７か月）

600トン／日 ７年 （実工期 ７２か月） ８年 （実工期 ９０か月）

延命化工事
１炉あたり６か月程度
（規模に応じて２年～４年）

１炉あたり６か月程度
（規模に応じて２年～４年）

※現行計画と同様

【標準的な整備期間（例）】

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



経年劣化を踏まえた焼却能力の見直し

８

第５次計画(現行計画) 第６次計画(次期計画)

焼却能力

定格能力(施設規模と同じ)
※一部の工場でごみ発熱量の増加に伴う焼却量調
整や設備の老朽化による焼却能力の低下が見られ
るものの、改善の取組を行っていることから、定格能
力を採用

経年劣化に伴う能力低下を考慮
※平成１２年度～令和４年度までの清掃工場稼
働実績から焼却率を算出し、平均的な能力低下
を見積もる

新たな計画年間焼却能力＝計画年間稼働日数×（定格能力×稼働年数に応じた焼却率）
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［焼却率 単位：％］

［稼働年数］

定格に対する実績の焼却量の割合（平均値） 近似曲線

稼働１年目を基準として

２０年で約１２％低下
稼働１年目を基準として

３０年で約１４％低下

稼働１年目を基準として

１０年で約７％低下

稼働年数の経過に伴う焼却能力の変化

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ量予測に対する焼却能力の推移(対策１のみ)

９

［万トン］

搬入調整で対応できる限界の焼却能力（＋９％）

工場に搬入されるごみ量

清掃工場焼却能力（対策１のみ）

清掃一組のごみ量予測の場合

※災害廃棄物は考慮していない

焼却能力が不足

廃掃法 第６条の２ 第１項を
遵守できない

※施設整備スケジュールは別紙１を参照

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ量予測に対する焼却能力の推移(対策１のみ)

10

［万トン］

清掃工場焼却能力(対策１のみ)

工場に搬入されるごみ量
(対策強化シナリオを全て達成した場合)

搬入調整で対応できる限界の焼却能力（＋９％）
(対策強化シナリオを全て達成した場合)

東京都の対策強化シナリオを全て達成した場合

焼却能力が不足

東京都の対策強化シナリオに基づいた
ごみ減量を達成したとしても、

廃掃法 第６条の２ 第１項を遵守できない

※災害廃棄物は考慮していない

※施設整備スケジュールは
別紙１を参照

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ量予測に対する焼却能力の推移(対策１、２を講じた場合)

11

［万トン］

搬入調整で対応できる限界の焼却能力（＋９％）

工場に搬入されるごみ量

清掃工場焼却能力（対策1,2を講じた場合）

清掃一組のごみ量予測の場合

※災害廃棄物は考慮していない

焼却能力が不足

※施設整備スケジュールは別紙２を参照

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



ごみ量予測に対する焼却能力の推移(対策１、２を講じた場合)

12

［万トン］

清掃工場焼却能力(対策1,2を講じた場合)

工場に搬入されるごみ量(対策強化シナリオを全て達成した場合)

搬入調整で対応できる限界の焼却能力（＋９％）
(対策強化シナリオを全て達成した場合)

東京都の対策強化シナリオを全て達成した場合

焼却能力が不足

※災害廃棄物は考慮していない

※施設整備スケジュールは
別紙２を参照

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



焼却能力確保のための対策案

13

対策１ 新江東、港清掃工場の停止に備えた新たな清掃工場の建設

新江東、港清掃工場の停止に備え、新たに用地を取得し、清掃工場を建設する。

対策２ 灰溶融施設の焼却炉への再転換
（板橋、葛飾、多摩川、足立、品川清掃工場）

将来の焼却能力不足に備え、灰溶融施設（休止中）を併設した清掃工場の建替時
に、灰溶融施設を焼却炉に再転換する。
焼却炉への再転換により、現工場よりも焼却能力を増加させる。※(計1,500トン)

※対策２の対象工場は計1,500トン焼却能力を増加させるが、

２３区全体では焼却能力の増加はない

※ 資料の記載内容は検討時点のものです。



14

［万トン］

搬入調整で対応できる
限界の焼却能力（＋９％）

工場に搬入されるごみ量

清掃一組のごみ量予測の場合

※災害廃棄物は考慮していない

※施設整備スケジュールは別紙２を参照

２３区全体では年度ごとに必要な焼却能力を確保

各年度の焼却能力の内訳
※ 資料の記載内容は検討時点のものです。


